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本学では、国立大学法人へ移行した平成16年度から「学生及び職員の生命、身体又は本学の施
設、財産等に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発
生の防止のため」に危機管理室を設置し、平成22年10月には学長を本部長とする危機管理本部を
設置してそのもとに危機管理室（令和４年10月「危機管理センター」に名称変更）を置いた。危
機管理本部は、本学における危機管理に係る事務に関し連絡調整を行い、危機管理に関する学長
の、職員及び学生への指示又は命令について、役員会との連携のもとに補佐することを目的とす
る組織である。

本計画は、本学の危機事態の発生を予防するとともに、当該事態の発生後において、役員及び
職員がこれに的確かつ迅速に対処するための方策等をとりまとめたものである。

０ 新潟大学危機管理計画とは

〇危機管理計画（第１２条）

危機事態発生予防と事態発生後の的確か
つ迅速な対処方策を策定

〇安否確認システム（ANPIC）
災害発生時に学生教職員の安否を確認

〇危機管理規則
危機管理体制の基本事項を定める

新潟大学危機管理体制

〇危機管理センター
危機管理本部が定める施策の実施

〇事業継続計画（ＢＣＰ）
危機事態毎に業務継続計画を定める

〇危機対応マニュアル
危機事態毎に対応マニュアルを定める

◆ 地震・津波編
◆ 海外留学編
◆ 国民保護事態編

〇危機管理本部規程（第４条）

危機管理本部
危機管理の適切な方策の実施と発生予防、
発生後の的確かつ迅速な対処

〇防火・防災管理規程
防火・防災の責任者を規定し、発生予防
と発生後の的確かつ迅速な対処を規定

◆ 定期的な訓練の実施

◆ 地震・津波編
◆ 今後検討（感染症、火災、洪水、

水害など）

〇消防計画
防火対象物について消防計画を作成
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国立大学法人新潟大学危機管理規則(平成28年4月28日 規則第17号)

（目的）

第１条 この規則は、国立大学法人新潟大学（以下「本学」という。）において発生する危機に迅速かつ的確に対応するため、本学における危機管
理体制その他基本事項を定めることにより、本学の職員及び学生等の安全確保を図るとともに、本学の社会的な責任を果たすことを目的とする。

（定義）
第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 危機 火災、災害及び重篤な感染症の発生その他の重大な事件又は事故により、職員及び学生等の生命若しくは身体若しくは本学の財産及び
名誉若しくは業務の継続に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事象及び状態をいう。
(2) 危機管理 職員及び学生等の生命若しくは身体又は本学の施設、財産等に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急事態の発生の防
止及び当該事態への対処をいう。
(3) 部局 各学系、各学部（教育学部にあっては、養護教諭特別別科を含む。）、各研究科、医歯学総合病院、各附属学校、各附置研究所、各全学
共通教育研究組織、各機構、本部に置く各組織、事務局、各事務部及び監査室をいう。
(4) 部局長 前号の部局の長をいう。ただし、事務局にあっては、理事のうち事務の総括を担当する者とする。
(5) 職員及び学生等 本学の役員、職員、学生、生徒、児童及び園児並びに医歯学総合病院の患者及び本学において業務等を行うことが認められ
ている者をいう。

（学長等の責務）
第３条 学長及び理事は、本学における危機管理を統括し、全学の危機管理体制の充実を図るものとする。
２ 部局長は、当該部局における危機管理を統括し、危機管理体制の充実を図るものとする。
３ 職員は、本学における危機管理体制が適切かつ有効に機能するよう常に危機管理意識を持って、その職務の遂行に当たるものとする。

（危機管理本部）
第４条 本学における危機管理に関する事項を統括する組織として、危機管理本部を置く。
２ 危機管理本部に関し必要な事項は、別に定める。

（危機管理最高責任者）
第５条 本学の危機管理における最終責任を負う者として危機管理最高責任者（以下「最高責任者」という。）を置く。
２ 最高責任者は、学長とする。

（危機管理総括責任者）
第６条 本学に、危機管理に関する業務を総括させるため、危機管理総括責任者（以下「総括責任者」という。）を置く。
２ 総括責任者は、総務を担当する理事をもって充てる。

（危機管理責任者）
第７条 本学に、危機管理に関する業務を担当させるため、危機管理責任者（以下「管理責任者」という。）を置く。
２ 管理責任者は、理事をもって充てる。

３ 管理責任者は、学長が指定した業務に関する危機管理のための施策の策定、実施、実施効果の検証及び施策の見直し等について掌理するも
のとする。
４ 管理責任者は、前項の実施状況等について、随時、総括責任者に報告するものとする。

（危機管理部局責任者）
第８条 本学に、部局における危機管理に関する業務を担当させるため、危機管理部局責任者（以下「部局責任者」という。）を置く。
２ 部局責任者は、部局長をもって充てる。

３ 部局責任者は、部局における危機管理の推進のための施策の実施、実施状況の把握及び実施状況の総括責任者又は管理責任者への報告
等について掌理するものとする。
（危機に関する通報等）

第９条 職員及び学生等は、緊急に対処すべき危機が発生し、又は発生するおそれがあることを発見したときは、部局責任者及び関係行政機関等
へ通報するものとする。

２ 前項の通報を受けた部局責任者は、速やかに当該危機の状況を確認し、必要な措置を講ずるとともに、最高責任者、総括責任者及び管理責任
者に報告するものとする。
（緊急対策本部）

第１０条 最高責任者は、前条に規定する危機発生の報告を受け、全学的な対策が必要な場合は緊急対策本部を設置し、当該危機に対する方策
を講ずるものとする。
２ 最高責任者は、緊急対策本部長となり、当該危機に関する方策について掌理する。
３ 総括責任者は緊急対策本部副本部長となり、緊急対策本部長を補佐し、緊急対策本部長に事故あるときはその職務を代理する。

４ 緊急対策本部の構成員は、緊急対策本部長及び緊急対策本部副本部長のほか、管理責任者、事務局各部の構成員及びその他緊急対策本部
長が指名した者をもって充てる。
（緊急対応本部）

第１１条 部局責任者は、第９条に規定する危機発生の報告を受けたときは、必要に応じて緊急対応本部を設置し、当該危機への対応を行うものと
する。
２ 部局責任者は、緊急対応本部長となり、当該危機対応の責任者となる。
３ 緊急対応本部の構成員は、緊急対応本部長のほか、緊急対応本部長が指名した者をもって充てる。

４ 緊急対応本部長は、当該危機への対応状況について、必要に応じて、総括責任者及び管理責任者に報告するとともに、当該危機に関し協議を
行い、対応に当たるものとする。

（危機管理計画の策定）

第１２条 本学は、危機事態の発生予防と、当該事態の発生後において役員及び職員がこれに的確かつ迅速に対処するための方策等を取りまと
めた新潟大学危機管理計画（以下「危機管理計画」という。）を策定するものとする。
２ 危機管理計画は、危機管理本部において策定するものとし、定期的に見直し改訂を行うものとする。

（雑則）
第１３条 この規則に定めるもののほか、危機管理に関し必要な事項は、別に定める。

０ 新潟大学危機管理計画とは
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新潟大学危機管理本部規程（平成22年9月30日規程第28号）

（趣旨）
第１条 この規程は、新潟大学学則（平成16年学則第１号）第13条及び国立大学法人新潟大学危機管理規則（平成28年規則第17号。以下「規則」
という。）第４条に規定する新潟大学危機管理本部（以下「本部」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
（本部の業務）
第２条 本部は、次に掲げる業務を行う。
(1) 危機管理に係る方策の企画・立案に関すること。
(2) 危機事態への対応に関すること。
(3) その他規則第１条の目的を達成するために必要な業務
（本部の組織）
第３条 本部は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 危機管理センター長

(4) 危機管理センター副センター長
(5) 危機管理センターの専任教員
(6) 総務部長
(7) その他学長が指名する職員
２ 本部に、本部長、副本部長及び副本部長補を置き、本部長は学長をもって充て、副本部長は理事のうち学長が指名する者をもって充て、副本
部長補は総務部長をもって充てる。
３ 本部長は、本部に関する事務を統括する。
４ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
５ 副本部長補は、副本部長を補佐する。

（本部会議）
第４条 本部に、危機管理に関する重要事項を審議するため、危機管理本部会議（以下「本部会議」という。）を置く。
２ 本部会議は、前条第１項第１号から第６号に掲げる者をもって組織する。
３ 本部会議に議長を置き、本部長をもって充て、必要に応じて会議を招集する。
４ 議長に事故あるときは、副本部長がその職務を代理する。
５ 会議は、構成員の過半数の出席により成立し、出席者の過半数をもって議事を決する。なお、可否同数のときは、議長の決するところによる。
６ 議長が必要と認めたときは、会議に構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

（危機管理センター）
第５条 本部に、規則第１条の目的を達成するため、危機管理センターを置く。

（危機管理センターの業務）
第６条 危機管理センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 危機管理に係る情報の収集及び分析に関すること。
(2) 危機管理に係る体制及びシステムの整備に関すること。
(3) 危機管理における学内外組織との連絡調整に関すること。
(4) 危機管理に係るマニュアルの作成及び整備に関すること。
(5) 危機管理に係る学内研修等の立案・実施に関すること。
(6) その他規則第１条の目的を達成するために必要な業務
（危機管理センターの組織）
第７条 危機管理センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) 危機管理センター長
(2) 危機管理センター副センター長
(3) 専任教員
(4) その他必要な職員
２ 危機管理センター長は、危機管理センターの業務を掌理する。
３ 危機管理センター副センター長は、医歯学系長及び医歯学総合病院長をもって充て、危機管理センター長を補佐する。
４ 第１項第３号に掲げる職員は、危機管理センター長の命を受け、危機管理センターの業務に従事する。
（分室）
第８条 危機管理センターに、旭町地区の危機管理センター業務を遂行するため、旭町分室を置く。
（専任教員の選考）
第９条 危機管理センターの専任教員の選考に関し必要な事項は、別に定める。
（事務）
第１０条 本部の事務は、総務部において処理する。
（雑則）
第１１条 この規程に定めるもののほか、本部及び危機管理センターに関し必要な事項は、学長が別に定める。

０ 新潟大学危機管理計画とは
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（１）計画策定の基本方針

１ 危機管理体制の考え方

本計画は、過去の災害対応の経験から得られた組織の知見に基づき、必要な危機対応のための基本的
事項を、系統的な計画の形にまとめて記述するものである。しかし、課題の全てを、本計画で解決すること
は現実的ではないので、ここでは危機対応のための基本事項（大学に関わる人全てが知っておくべき事項）
について、わかりやすい形で記述することを心がける。このため実際に発生した危機に対する具体的な対
応については、各対応担当ごとに、詳細な対応指針を構築する必要があることは言うまでもない。

（２） 危機対応活動における優先順位

実際の災害対応において、危機対応策の決定にあたって優先すべき事象の順位を次のように定めた。

１．大学に関わる人の安全を確保する

①附属学校を含めた学生の安全、患者の安全
②教職員の安全
③学内に居住している学生・教職員の家族の安全
④その他大学に関わる人の安全

２．地域住民の安全確保を支援する

３．大学の事業継続を行う

①名誉を守る
②財政を担保する
③コンプライアンス（法令遵守）を実施する

４．学術的な貴重資料を保全する

①財産を守る

大学が守るべき優先順位
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（３） 危機管理計画の適用範囲

本計画が適用される範囲は以下のとおりとする。
① 本学の学生・教職員が関与する危機
② 本学が占有的に使用する建物・敷地内で起こった危機
③ 本学が所有・運営する関係機関で発生した危機

（４） 計画利用の前提

なお、本計画の利用にあたっては、次の前提に注意が必要である。
① 災害や危機対応には、未知・不確定な要素が多く、全てを予測することは不可能である。
② 本計画は対応の指針を示すものであり、変化する状況に応じて、変更を加える必要がある。
③ 災害や危機の発生は、勤務時間内・時間外を問わない。
④ 広域災害が発生した場合は、災害発生後７２時間は他からの支援がなくとも、自律して対応にあたるこ

とができるように備える必要がある。
⑤ 防災計画は、「予防対策」、「応急対策」、「復旧・復興対策」から構成されるが、本計画は、特に「応急対

策」について記述したものである。

（５） 危機状況の区分と計画実行責任者

本学においては、危機の発生状況・規模に応じて、次の3段階の区分で対応する。
レベル１．単一の部局の対応が必要となる危機・・・当該部局長が対応
レベル２．複数の部局の対応が必要となる危機・・・当該学系長が対応
レベル３．全学的な対応が必要となる危機・・・・・学長（危機管理本部長）
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連絡を受けた
所管部・課長
は総務部に連
絡・報告

平時の組織

本学では平時から危機管理本部を設置しており、
学長を本部長として、本学における危機管理（職
員及び学生等の生命若しくは身体又は本学の施
設、財産等に重大な被害が生じ、又は生じる恐れ
がある緊急事態の発生の防止及び当該事態への
対処をいう。）に関し、適切な方策を講ずることによ
り、危機事態の発生を予防するとともに、当該事態
の発生後において、これに的確かつ迅速に対処す
ることとしている。

また、危機管理本部に危機管理センターを置き、
理事（総務担当）をセンター長として、危機管理に
おける次の業務を担っている。

○情報収集及び分析
○危機管理体制及びシステムの整備
○学内外組織との連絡調整
○マニュアルの作成及び整備
○学内研修等の立案・実施
右図は平時の組織体制の模式図である。

レベル１ 単一部局の対応 （例：交通事故、交通違反）

単一部局で発生する危機。当該部局の通常対応の範囲内で処理が可能で、部局が持つ資源で対応ができる
規模の危機

①緊急対応本部は当該部局に置き、当該部局の長（学部長等）が指揮調整を行う。また、状況の認識、対応方
針の策定などの参謀機能を部局事務部が担い、当該部局の教職員の協力を得た上で危機事態の処理を行う。
②部局からの報告・連絡先は、危機事態の内容に応じて事務局所管の部・課長に報告する。
③報告・連絡を受けた事務局所管の部・課長は総務部に危機の発生、対応、終結について報告・連絡を行う。

１ 危機管理体制の考え方

■事務局

学務部
学術

情報部

施設
管理部 総務部

役員会 学長（危機管理本部長）（危機管理最高責任者）

研究企画
推進部

財務部

学系長

学系 学系
事務

学部長研究科長

研究科
研究科
事務 学部

学部
事務

危機管理本部事務機能
総務部総務課危機管理本部

■事務局

学務部
学術

情報部
施設

管理部
総務部

研究企画
推進部財務部

学系長

学系
参謀機能
学系事務

指揮調整
学部長

参謀機能
学部事務

事案処理
学 部

研究科長

研究科
研究科
事務

情報

情報

情報

担当学部・研究科
①学系に連絡・報告

②所管の事務局の
部・課長に連絡・報告

１学部／１研究科
が関わる問題

危機管理本部副本部長
（危機管理総括責任者）

理事 理事 理事 理事 理事 理事

危機管理責任者

緊急対応本部

危機管理本部事務機能
総務部総務課危機管理本部

危機管理本部副本部長
（危機管理総括責任者）

理事 理事 理事 理事 理事 理事

危機管理責任者

役員会 学長（危機管理本部長）（危機管理最高責任者）
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④ 報告・連絡を受けた所管の部・課長は総務部長に危機の発生、対応、終結について報告・連絡を行う。

なお、総務部長は、事案の内容に応じて、危機管理本部長（学長）及び副本部長（理事（総務担当））へ報告
を行う。

具体的対応例

当面の対応
・事実の把握（5W1H）
・当面の対応策
・当面のマスコミ対応

事実調査
・調査手続きの確認
・調査組織の開催・設置
・調査委員の任命
・調査の実施

公表
・事実概要（経緯、経過等）
・改善策、再発防止策等
・懲戒等の措置

※平成26年10月から、学生や職員に係る事件・事故等については、事件・事
故等報告シート（P.44参照）により、危機管理本部危機管理センター長あて報

告することとなっており、その概要を役員会や全学の会議においても報告し
ている。
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レベル２ 複数部局の対応 （例：イベント事故、システム情報漏えい）

複数の部局で同時に発生する危機。複数において対応を行うため、それらを調整する機能が必要になる。

①部局で発生した危機への対応においては、緊急対応本部を当該部局に置き、当該部局の長（学系長等）が指
揮調整を行う。また、状況の認識、対応方針の策定などの参謀機能を学系事務部が担い、学系教員の協力を
得て危機事態の処理を行う。

②現場で対応を行っている当該部局の報告・連絡先は、危機管理総括責任者又は危機管理責任者、学系長の
ほか、危機事態の内容に応じて事務局所管の部・課長に報告する。

③報告・連絡を受けた危機管理総括責任者又は危機管理責任者は、危機管理最高責任者に危機の発生、対
応、終結について報告を行う。
④報告・連絡を受けた事務局所管の部・課長は総務部に危機の発生、対応、終結について報告・連絡を行う。

１ 危機管理体制の考え方

指揮調整

学部長

事案処理

学部

参謀機能

学部事務

指揮調整

研究科長

事案処理

研究科

参謀機能

研究科事務

指揮調整

学系長

事案処理

学系

参謀機能

学系事務

■事務局

学務部
学術

情報部
施設

管理部
総務部

情報

情報

情報 情報

研究
企画

推進部

財務部

危機管理本部事務機能
総務部総務課

危機管理本部

危機管理本部副本部長
（危機管理総括責任者）

理事 理事 理事 理事 理事 理事

危機管理責任者

役員会 学長（危機管理本部長）（危機管理最高責任者）

緊急対応本部

緊急対応本部 緊急対応本部

連絡を受けた
所管部・課長
は総務部に連
絡・報告

担当学部・研究科
①学系に連絡・報告

②所管の事務局の
部・課長に連絡・報告

担当学部・研究科
①学系に連絡・報告

②所管の事務局の
部・課長に連絡・報告

部局責任者（部
局長）は最高責
任者、危機管理
総括責任者及び
危機管理責任者
に報告
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レベル３ 全学的な対応 （例：地震、ライフラインの大規模停止）

大学が広範囲にわたって被災するような危機。全学的な対応が必要になる。

①緊急対策本部を事務局に置き、危機管理最高責任者及び危機管理本部長である学長が、緊急対策本部長と
して指揮調整を行う。

②緊急対策本部では、危機管理総括責任者及び危機管理本部副本部長である総務担当理事が緊急対策本部
副本部長として本部長の補佐にあたる。また、総務部長及び総務課長等が副本部長の指揮のもと、総括調整グ
ループを編成し、現場の情報をとりまとめて本部長に報告し、本部長の指示を危機管理責任者及び部局長等に
伝える。
③事務局各部構成員は緊急対策本部の一員として、必要な対応を行う。
④各部局は緊急対策本部に連絡員を送り、情報を共有する。
⑤学系事務部等は、各部局からの情報をとりまとめ、緊急対策本部に連絡・報告する。

指揮調整

学部長

事案処理

学部

参謀機能

学部事務

指揮調整

研究科長

事案処理

研究科

参謀機能

研究科事務

指揮調整

学系長

事案処理

学系

参謀機能

学系事務

指揮調整

学部長

事案処理

学部

参謀機能

学部事務

指揮調整

研究科長

事案処理

研究科

参謀機能

研究科事務

指揮調整

学系長

事案処理

学系

参謀機能

学系事務

■事務局

学務部
学術

情報部
施設

管理部
総務部

情報

情報

情報 情報

■緊急対策本部

役員会 学長（緊急対策本部長）（危機管理最高責任者）

緊急対策本部事務機能

総務部総務課

情報

研究
企画

推進部

財務部

全学に関わる危機

理 事（緊急対策本部副本部長）
（危機管理総括責任者）

理事 理事 理事 理事 理事 理事

危機管理責任者

指揮調整

意思決定

総括調整グループ

部局責任者（部
局長）は最高責
任者、危機管理
総括責任者及び
危機管理責任者
に報告

担当学部・研究科
①学系に連絡・報告

②所管の事務局の
部・課長に連絡・報告

担当学部・研究科

①学系に連絡・報
告

②所管の事務局
の部・課長に連
絡・報告

緊急対応本部

緊急対応本部 緊急対応本部

総務部長
広報担当
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レベル３ 緊急対策本部

緊急対策本部は、危機管理センター２階の危機管理本部会議室に設置するものとする。

緊急対策本部は、①定期的な会議を開催する、②関係組織、連携組織など大学内に滞在場所を持たない人員
の待機場所兼執務場所とする。

入口

休息スペース
置き畳によるレイア
ウト変更が可能、
シャワーを整備。

危機管理センター

備蓄スペース
保管用ラック、仕分け作業エリア、
搬入のためのシャッターを整備。

危機管理本部長室

危機／災害事案への対応を総括し、
状況に応じて、対応戦略を構築する。

危機管理本部会議室（緊急対策本部室）

部局横断で危機／災害事案対応を推進する。情報
共有、方針決定のための本部会議を実施する。

打ち合わせスペース

部局員やリエゾン（関係機関からの情
報連絡員）が、協働して対応や 打ち
合わせを実施する。

搬入口

危機／災害事案対応を
実施するための活動場
所。状況に応じてレイ
アウトが調整可能。

執務スペース

１ 危機管理体制の考え方
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・建物内放送
・屋外放送

・学内放送
・パトランプ

（病院内）

緊急地震速報告知システムの配備（H26.4）

＜緊急地震速報の仕組み＞

＜本学が導入した「緊急地震速報告知システム」

テレビ放送

携帯電話・スマホへの
緊急速報メール

Ｓ波により五十嵐地区、旭町地区、長岡地区において震度５弱以上の揺れが想定される場合

２ 危機発生時（地震・津波）における初動対応

大地震発生時において、大学における構成員の初動対応に係る安全確保のため、地震の発
生をいち早く知らせる。

（１） 初動対応

※予報値のため、実際の震度と異なる
場合があります。
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（２） 避難

危険の脅威がある地域からより危険度の低い地域へと学生・教職員・訪問者の移動に関する
調整を行う。

避 難

◎避難広報
館内放送により周知する
自動放送を準備する

◎避難誘導
教員、職員による学生の誘導を行う

◎避難路の確保
避難経路は予め確保しておく

◎市、県、関係機関との調整を行う

チェックリスト

□ 避難経路を確定し、緊急対策本部の要員に指示する。

□ 緊急避難場所の要員として人を割り当てる。

□ 避難経路であることを示す看板を設置し、避難経路や伝えたい情報を看板にする。

□ 交通整理のための要員を確保する。

□ 必要とあれば、交通手段の手配をする。

□ 区、市、県、関係機関との調整を行う。

☑

危機発生時（地震・津波）における初動対応２
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（３） 安否確認

学生、教職員など大学に関わる人の安全に配慮するために安否確認を行う。

新潟大学安否確認システム（ANPIC）

◎学生・非正規学生・教職員（非常勤職員含む）に安否確認システム（ANPIC）を
活用して、登録したアドレスあてにメールを送信し、ＷＥＢ上等に安否状況を
登録する

◆新潟県内で震度５弱以上の地震を気象庁が感知した際、事前に登録したメー
ルアドレス、アプリ、ＬＩＮＥに「安否確認メール」が自動で一斉送信され
る

◆地震以外の災害が発生した場合も、本学対策本部から「安否確認メール」を
送信する場合がある

◆学生・教職員は自身の安否状況について必ず報告
◆災害時において、より確実に「安否確認メール」を受信できるように、携帯

電話のメールアドレス、アプリ、ＬＩＮＥを事前登録

学生・教職員へのメール一斉送信による安否確認を行うシステムを導入（H31.3）

新潟大学 緊急対策本部 新潟大学 学生・教職員

危機事案
情報入手

危機事案
発生

専用ホーム
ページ

安否確認メール
一斉送信

（登録アドレス宛）

集計データ

集計
確認

安否・被災
状況報告

（地震対応シェイクアウト訓練の様子）

２ 危機発生時（地震・津波）における初動対応

➢ https://anpic-niigata-u.jecc.jp/niigata-u/
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レベル２以上の危機が発生した場合には、大学として実行すべき対応として、過去の対応経験から
以下のものが考えられる。

（４） 参集条件

災害が発生すると、一般的に停電や、電話の集中などが発生することで、通常は可能であった
連絡をとりあうということに対し困難が生じ、電話やメールを想定した連絡網は役に立たないこと
が多い。そこである程度大きな災害が起こった場合には、連絡がなくとも災害の状況に応じて、
（昼夜、平日・休日を問わず）職場に自動的に参集するための「自発参集条件」を定めることが有
効である。ここでは地震発生を例として、参集条件を定める。

停電に関する自発参集については、停電の発生時には停電が長期化・大規模化するか
どうかの予測・判断が難しいため、自発参集条件の設定が困難である。そこで、発生直
後には、施設管理部で策定された「故障対応の連絡先」に沿って対応を行う。

地震のときの自発参集（時間外の場合）
（連絡がなくとも参集する）

震度４
■各部においてあらかじめ指定された、総務担当係担当者は、建物の被害状況を確認
する。被害状況について総務部総務課へ報告する。

震度５弱５強

震度６弱以上
■事務職員（常勤）全員が各部署へ参集する。
■緊急対策本部担当は事務局へ参集する。
■評議員（学系長・学部長・研究科長と副学部長等クラス）は当該部局へ参集する。

参集場所
●各部事務室

●範囲（大学の施設がある場所） 新潟市、長岡市、五泉市、佐渡市
●時間（昼間・夜間・休日）を問わず。
●被害を確認する。

●緊急対策本部は、危機管理センター２階会議室

■各部の総務担当係及び施設管理部施設保全課は、建物の被害状況を確認する。
被害状況について総務部総務課へ報告する。

教職員は、自宅及び家族の安全を確認した上、自発的に参集する。ただし、津波注意
報等が発令された場合は、津波注意報等が解除されるまでは安全な場所に待機する。
なお、被害状況によっては、これ以外の者に対して参集を要請する場合がある。
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震度4 震度5弱5強 震度6弱以上

ゆれを感じる ものにつかまらないと歩けない
立って

いられない
飛ばされる人

壁・柱・梁等に
ひび割・亀裂

壁・柱・梁等に
ひび割・亀裂

傾く・倒れる

ひび割亀裂
壁・柱・梁等に
ひび割・亀裂

壁・柱・梁等に
ひび割・亀裂

壁・柱・梁等に
ひび割・亀裂

傾く
倒れる

ひび割亀裂

置物が倒れる 机・棚等が移動 机・棚等が倒れ
る

机・棚等が
倒れる・飛ぶ

電柱がゆれる

窓硝子割れる
ブロック塀倒れ

る
自販機倒れる

外壁材が
落下する

亀裂・液状化
落石・崖崩れ

山体 崩壊
崖崩れ
地滑り

鉄道が運転見合せ 高速道路が規
制

ガス・水道・電気の途絶、
エレベーターの自動停止

通信途絶

道路に
被害が生じる

橋梁等の通行が困難になる

＋ ＋

＋

＋

＋

＋

傾く
倒れる

参考：
木造

非木造

地盤

インフラ

付属屋

内部被害

外部被害

車

一見して顕著な被害はな
い

顕著な被害が
発生する

明らかな被害が
多発する

被害の概
要

危険物を有する
建物を中心に安全確認

被害を把握
安全確保のための処置

イベント中止判断
休講措置の判断

緊急対策本部を設置
（キャンパスごとに緊急対応本部を設置）

被害把握・安否確認
避難者支援・長期方針

対応方針
の概要

自発参集後の業務概要【地震】（全ての対応結果を本部に報告する）

◼ 地震警戒本部設置
（総務部総務課）

◼ 危険物を有する施設を中心に、安全
確認の実施(目視で確認できる範囲）

（施設管理部）
（各部の総務担当者）

■ 建物の被害状況を総務部総務課に
報 告する

◼ 鉄道等の運行状況等により、イベント
中止、休講を検討

（広報事務室/主催部局）
（学務部教務課）

業務概要
（担当部
署）

ANPIC
自動発信

◼ 地震対策本部設置
（総務部総務課）

◼ エレベーターへの閉じ込め被害確認
◼ 建物・地盤・インフラの被害の確認

（施設管理部）
（各部の総務担当係）

◼ 鉄道等の運行状況、建物・地盤・イン
フラの被害等により、イベント中止、
休講を検討
（広報事務室/主催部局）
（学務部教務課）

◼ 地震緊急対策本部設置（総務部総務課）

◼ 地震対応本部設置（キャンパスごと）

※ＡＮＰＩＣ自動発信の場合（新潟県内で震度５弱以上の
地震を気象庁が感知した際、自動送信される）

■重傷者、軽傷者の状況確認及び対応
・教職員の確認（労務福利課／各部局）
・学生の確認（学生支援課／各部局）

→全構成員のとりまとめ（総務部総務課）
対策本部、文部科学省への報告

※ＡＮＰＩＣ手動発信の検討
■被害程度等を勘案し、ＡＮＰＩＣの手動送信の

要不要を検討

対応方針と想定被害の概要チャート（地震） 「気象庁震度階級関連解説表」を参考に作成
注）必ずしも震度階ごとに想定されるように被害が顕在化するとは限らず、本チャートを目安として対応方針との対比関係を検討する

Ａ 緊急対策本部班
・緊急対策本部の設置、緊急対策本部会議の運営
・文部科学省等、外部関係機関との連絡調整
・広報対応
・危機対応戦略の検討
・事業継続計画の発動 等

Ｂ 教職員班
・教職員の安否確認の総括及び安全確保
・職務遂行要員の確保 等

Ｃ 避難者支援・ボランティア班
・避難住民への対応
・学内避難者への対応
・関係機関（行政・災害対応機関・他大学・ボラン
ティア等）との連携

Ｄ 物資対策班
・外部からの支援物資等受入れ
・物的資源確保・調達 等

Ｇ 施設対策班
・施設、設備等の被害状況の把握と被害状況判定
・電気、ガス、水道、電話等ライフラインや通信手
段の早期復旧
・がけ崩れ、建物の倒壊等危険区域の発見、二次
災害の防止
・災害廃棄物の処理 等

Ｆ 情報基盤班
・情報システム・ネットワークの被害状況把握、復
旧対応
・代替サービスの確保

Ｅ 学生対応班
・学生の安否確認及び生活確保支援
・授業継続の停止･再開への対応
・入試への対応
・留学生安否確認 等

Ｈ 医療・救護対応班
・負傷者への応急処置、病院への移送
・衛生環境への対応
・健康の維持への対応
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対応方針
の概要

沿岸施設・活動の
安否確認

キャンパス避難者の
支援の実施

緊急対策本部を設置
（キャンパスごとに緊急

対応本部を設置）

キャンパス避難者の
長期孤立対応検討

キャンパス避難者の
支援検討

キャンパスごとに
対策本部を設置

津波高さ発
表

１ｍ 3ｍ 5ｍ
10
ｍ

10
ｍ
超

想定津波
高さ

0.2ｍ≦高さ≦1ｍ 1ｍ＜高さ≦3ｍ
3ｍ＜高<5ｍ超

海の中にいる人は
ただちに海から上がって
海岸から離れてください

沿岸部や川沿いにいる人は
ただちに高台や避難ビル

など安全な場所へ
避難してください

沿岸部や川沿いにいる人は
ただちに高台や避難ビル

など安全な場所へ
避難してください

この地震に
よる津波
の心配は
ありません

津波注意報 津波警報 大津波警報

巨大な津波高い津波巨大地震発生の場合→ −

津
波
警
報
・
注
意
報
の
種
類

10ｍ＜高
5ｍ＜高<10ｍ超

「津波警報・注意報（気象庁）」を参考に作成

沿岸施設
沿川活動

沿岸施設・活動で
被害顕在化の恐れ

沿川活動で
被害顕在化の恐れ

沿岸施設への建物構造被害
発生の恐れ

沿岸にて
津波の巻き込れ

キャンパスに
一定数が

一定時間滞留

沿川にて
津波の巻き込れ

キャンパスに
多数が

長時間滞留

低平地にて
浸水による津波の巻き込まれ

キャンパスに
多数が

長期間孤立

構成員

避難者

被
害
の
概
要

＋ ＋

＋ ＋

人的被害 海中で早い流れ
に巻き込まれる

津波の流れ
に巻き込まれる

津波の流れ
に巻き込まれる

物的被害 木造家屋が
全壊・流出

養殖いかだ流失
小型船舶が転覆

標高の低いところで津波が
襲う、浸水被害が発生

＋ ＋

＋ ＋

対応方針と想定被害の概要チャート（津波）

自発参集後の業務概要【津波】（全ての対応結果を本部に報告する）

◼ 津波警戒本部設置
（総務部総務課）

◼ 沿岸施設・活動における安
否確認の実施
（自然科学系／学部・学系）

◼ 内部からの避難者・避難生
活支援の実施
（学務部学生支援課）
（学務部教務課）

◼ 外部からの避難者・避難所
支援の実施
（総務部企画課）
（財務部財務企画課）

◼ 津波対策本部設置
（総務部総務課）

◼ 沿岸ならびに沿川施設・活
動における安否確認の実
施
（自然科学系／学部・学系）

◼ 内部からの避難者に事前
に決めた避難場所を開放
（学務部学生支援課）
（学務部教務課）

◼ 外部からの避難者に滞在
場所の開放を検討
（総務部企画課）
（財務部財務企画課）

◼ 津波緊急対策本部設置
（総務部総務課）

◼ 津波対応本部設置
（キャンパスごと）

◼ 沿岸ならびに沿川施設・活
動における安否確認の実施
と全学への対象拡大

（自然科学系／学部・学系）

◼ 内部からの避難者に事前に
決めた避難場所の開放

（学務部学生支援課）
（学務部教務課）

◼ 外部からの避難者に滞在
場所の開放
（総務部企画課）
（財務部財務企画課）

業務概要
（担当部署）
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（５） キャンパス閉鎖

キャンパス閉鎖については以下の３点が想定される。
１．建物への立ち入り禁止
２．キャンパスの一部閉鎖
３．キャンパスの閉鎖

キャンパス閉鎖（地震）

閉鎖条件
◎被害、危険度を判定する。
◎建物については、各学部、研究科など建物の管理者（事務部長）が確認。
◎判断に迷う場合は、施設管理部に応急危険度判定を要請する。
◎建物以外については、各学部、研究科などの建物の管理者、施設管理部が
協力して行う。

施設管理部が被害状況をとりまとめ、総務部総務課へ報告する
閉鎖の決定・宣言は緊急対策本部長が行う
閉鎖方法
◎ステッカー（立ち入り禁止）や看板の導入を検討する。
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（６） 授業停止

危機事態における授業の停止については、基本的には授業を行っている場所の責任者の判断
に委ねられるものと考えられるが、ある程度大きな災害が発生した場合は、自動的に授業停止と
なる条件を定めておくことで、混乱の緩和を目指す。ただし、授業停止は直ちに関係者のキャン
パスからの撤退を求めるものではなく、キャンパス外に出ることでより危険な状態に陥ることが予
測される場合には、緊急避難的にキャンパスに留まるという選択肢についても考慮する。ここで
は地震発生、停電を例として、授業停止条件を定める。

授業停止（地震）

授業の停止条件
●自動停止
◎各キャンパスがあるところでは、震度６弱以上で自動停止
◎範囲（各キャンパス単位）

●停止決定
◎停止条件
・授業を実施することができない（教職員・学生の５割以上が出席できない）

◎誰の判断
・学部長、校長の判断で授業停止をはじめる。

・全学判断に広げる（学務部が情報収集）

・全学判断は出頭している理事が決定

・学長が宣言

授業停止（停電）

授業の停止条件
●停止決定
◎停止条件
・授業を実施することができない（授業を継続することが不可能）

●電力会社へ確認し、復旧の見通しがない時、学長の判断、宣言に
より停止する

●広報：ＦＭラジオを用いて授業停止を広報する
◎停電の地域情報：ＦＭ新潟

危機発生時（地震・津波）における初動対応２
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故障対応の連絡先（平日の日中）
（2022.10.01）

①

①

① ②

故障対応の連絡先（夜間及び休日）

① 発見者

①
休日夜間に切替え後

③

②

②

④ ⑤

①～④　  ：行動の順序

：電話回線等での自動通達

：必要に応じて要請

各建物での

各種障害発生

エレベーター故障・監禁

停 電 ・ 漏 電

電話不通

異常音その他 警報

空調故障・警報

故障対応受付

（内線：7899）
委託ビル管理会社

8:30～18:00

建物一部脱落・雨漏り

給排水不良・漏水

エレベーターサービス
（エレベーターごとにかご内に掲示）

・SEC（0120-61-5017）
・日立（249-1212）

・三菱（249-1194）

・フジテック（283-6166）

施設管理部
職員

ガス異臭・ガス漏れ 北陸ガス（228-2131）

道路異常・雨水排水等

各建物での
各種障害発生

機械警備警報
金庫・カギ（出入口）

エレベーター故障・監禁

揚水ポンプ異常

停 電 ・ 漏 電

電話不通

異常音その他 警報

空調故障・警報

故障対応受付
（262-7899）

委託ビル管理会
社

平日18:00以降
夜間・休日対応先

に自動転送

新潟綜合
警備保障
現地確認

建物一部脱落・雨漏り

給排水不良・漏水

施設管理部
職員

ガス異臭・ガス漏れ 北陸ガス（228-2131）

道路異常・雨水排水等

部局ごとの
担当職員

（資産管理部局）

部局ごとの
担当職員

（資産管理部局）

揚水ポンプ異常

自動扉故障

自動扉故障

財務管理課
管理係入構ゲート異常

故障対応受付

（内線：7899）

委託ビル管理会社

8:15～17:15

ゲート開放を実施

入構ゲート異常
守衛所

(内線：6028)

エレベーターサービス
（エレベーターごとにかご内に掲示）

・SEC（0120-61-5017）
・日立（249-1212）

・三菱（249-1194）

・フジテック（283-6166）

五十嵐地区
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危機発生時（地震・津波）における初動対応２
故障対応の連絡先（平日・夜間・休日共）

（2022.10.01）

①

①

②

各建物での
各種障害発生

エレベーター・エスカ

レーター故障・監禁

揚水ポンプ異常

停 電 ・ 漏 電

電話不通

異常音その他 警報

空調故障・警報

建物一部脱落・雨漏り

給排水不良・漏水

エレベータサービス
（エレベータごとにかご内に掲示）

・SEC（0120-61-5017）
・日立（249-1212）

・三菱（249-1194）
・東芝（0570-666-243）

ガス異臭・ガス漏れ 北陸ガス（228-2131）

道路異常・雨水排水等

故障対応受付

（内線：5555）

(227-2507)

（コールセンター）
委託ビル管理会社

自動扉故障

入構ゲート異常 駐車場管理室

施設管理部職員

旭町・西大畑地区
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３ 危機発生時における緊急対策本部体制

統括調整グループ

（１） 新潟大学の危機対応における組織及び果たすべき機能

本学では、ＩＣＳ（Incident Command System）の考え方を採用しながら、過去の危機対応の経験から、大学

が担うべき危機対応の機能を定め、既存の組織に対して機能分担を試みた。危機事態の状況を見極めな
がら、各担当が責任を負う。

学 長（緊急対策本部長）（危機管理最高責任者）
緊急対策本部

理 事
（総務・財務・施設）

理 事
（教育・高大接続）

理 事
（研究・大学院）

理 事
（総括・社会連携）

特命理事
（病 院）

監 事
安全配慮等助言

学生（留学生を含む）に係る
方針を総合的に判断・提案

災害発生時の研究
に係る方針を提案

災害発生時の病院
対応方針を提案

被害状況に応じて、
キャンパスの閉鎖
等の方針を提案
安否確認状況に応
じて、今後の対応
資源の方針を提案
地域住民・学生・
教職員・関係者等
の避難者の対応方
針の提案
物的資源の確保に
係る発注、契約、
輸送手配に係る方
針の提案

理 事
（緊急対策本部副本部長）
（危機管理総括責任者）
（危機管理センター長）

総務部長 総務部総務課
緊急対策本部事務局

学系

事案処理

学部・研究科

医歯学総合病院

附置研究所

機構・本部

附属学校
附属施設

学務部
学術

情報部
研究企画
推進部

財務部
施設

管理部
総務部

○キャンパス被
害状況把握（建
物、電気設備、
排水設備等のイ
ンフラ）
○建物毎の避難
状況把握

○物的資源確
保・調達
○外部からの支
援物資等受入
○稼働可能車両
把握と燃料調達
○廃棄物処理へ
の対応

○業務継続のた
めのシステム被
害状況把握と復
旧対応
○貴重な学術資
源保全対応

○関係機関（行
政・災害対応機
関・他大学・ボ
ランティア等）
との連携
○研究調査団の
受入、調査・研
究活動支援、研
究シーズの萌芽
等
○企業との連携、
地域ニーズ把握

○学生安否確認、
学生の生活確保
支援、就職ケア
への対応
○留学生安否確
認、帰国・復学
等への対応
○授業継続の停
止・再開への対
応

○緊急対策本部
対応
○避難所施設の
対応
○被害状況や対
応方針等の情報
発信と広報方針
への対応
○教職員の安否
確認

緊急対策本部対応
（状況把握・情報共有・迅速対応）

◎危機対応体制の確立と訓練の実施
・危機の規模に応じた指揮命令系統の確立と保持
・各キャンパスの対応本部との連携と調整
・関係機関との連携調整
・緊急対策本部の設置と会議の実施
・代替施設の確保

通信確保・被害情報集約避難所運営・救命救助

理 事
（評価・教員組織）

関係機関（行政・
災害対応機関・他
大学・ボランティ
ア等）との連携

危機管理責任者

理 事
（教育・高大接続）

●広報担当
災害や内外の被害や対応状況の情
報収集と、組織の考え方に従い優
先順位に基づく広報方針の提案

大学の業務継続の
ためのシステム被
害対応、復旧方針
の提案
大学の貴重学術資
源保全方針の提案

副学長

理 事
（グローバル推進）
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緊急対策班体制（応急・復旧業務）

３ 危機発生時における緊急対策本部体制

班 主な担当業務概要
Ａ 緊急対策本部班（班長：総務部長）
・総務部総務課
・総務部企画課
・総務部サポーター連携推進室

・監査室

・緊急対策本部の設置、緊急対策本部会議の運営
・文部科学省等、外部関係機関との連絡調整
・広報対応
・危機対応戦略の検討

・事業継続計画の発動 等
Ｂ 教職員班（班長：人事企画課長）
・総務部人事企画課

・総務部労務福利課

・教職員の安否確認の総括及び安全確保

・職務遂行要員の確保 等

Ｃ 避難者支援・ボランティア班（班長：研究企
画推進部長）
・研究企画推進部研究推進課
・研究企画推進部社会連携課
・学術情報部学術情報管理課

・学術情報部学術情報サービス課

・避難住民への対応
・学内避難者への対応

・関係機関（行政・災害対応機関・他大学・ボランティア
等）との連携

Ｄ 物資対策班（班長：財務部長）
・財務部財務企画課

・財務部財務管理課

・外部からの支援物資等受入れ

・物的資源確保・調達 等

Ｅ 学生対応班（班長：学務部長）
・学務部学生支援課
・学務部教務課
・学務部入試課
・学務部キャリア支援課

・学務部留学交流推進課

・学生の安否確認及び生活確保支援
・授業継続の停止･再開への対応
・入試への対応

・留学生安否確認 等

Ｆ 情報基盤班（班長：学術情報部長）
・学術情報部情報企画課

・情報基盤センター

・情報システム・ネットワークの被害状況把握、復旧対応

・代替サービスの確保

Ｇ 施設対策班（班長：施設管理部長）
・施設管理部施設管理課
・施設管理部施設保全課

・施設管理部施設整備課

・施設、設備等の被害状況の把握と被害状況判定

・電気、ガス、水道、電話等ライフラインや通信手段の早
期復旧

・がけ崩れ、建物の倒壊等危険区域の発見、二次災害
の防止

・災害廃棄物の処理 等

Ｈ 医療・救護対応班（班長：保健管理センター
所長）
・保健管理センター

・学務部学生支援課

・負傷者への応急処置、病院への移送
・衛生環境への対応

・健康の維持への対応
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（１） 統括調整グループ

◎ 災害対応体制の確立を検討する

□ 災害規模に応じた指揮命令系統の確立・保持を実施する

□ キャンパス対策本部との連携・調整を実施する

□ 関係機関との連携調整を実施する

□ 戦略的に対応方針をとりまとめる

□ 対応職員の安全確保を実施する

各部局が実施する災害対応業務の統括・調整を実施し、大学としての対応戦略を検討する

（２） 緊急対策本部の組織・設置

災害対策に関する重要事項について、方針の決定その他の事務を処理するため、本部に本部会議を置く

◎ 庁舎の耐震化を実施する

◎ 代替施設を確保する

◎ 緊急対策本部訓練・運営訓練を実施する

□ 緊急対策本部を設置する

□ 代替施設を確保する

□ 本部会議を実施する

◎ 備えを必要とするもの
□ 対応が必要なもの

３ 危機発生時における緊急対策本部体制

（大規模自然災害が発生した場合を想定）
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（３） 通信の確保

◎ 衛星携帯電話の確保・使用訓練を実施する

◎ 緊急地震速報の活用を実施する

□ 代替通信手段の確保を実施する

□ 情報通信の疎通状況確認を実施する

□ キャンパスへの通信手段の確保を実施する

（４） 情報システムへの対応

災害時の通信途絶に対応し、連絡手段を確保する

重要業務をなるべく中断させず、中断してもできるだけ早急に復旧させるために、情報インフラの対応を実施
する

◎ 冗長性、代替性を確保する

□ 被害状況の把握を実施する

□ 情報漏えいへの配慮を実施する

□ 代替サーバ等を確保し、仮復旧を実施する

□ 復旧計画の策定を実施する

24



（５） 被害情報の収集・集約

◎ 収集項目を整理する

◎ 被害報の書式を準備する

◎ 情報収集・集約体制を確保する

□ 人的被害状況に関する情報収集・集約を実施する

□ 物的被害状況に関する情報収集・集約を実施する

□ その他に関する情報収集・集約を実施する

□ 被害報にとりまとめる

（６） 安否確認（学生、留学生、教職員、関係者等、建物ごとの避難状況確認）

災害応急対策の基幹となるもので、その後の災害対 策の成否を決定するために被害状況の全体像の把握
につとめる

災害時には速やかに構成員の安否を確認し、被害が発生しているようであれば、対応を検討する

◎ 安否確認に必要な母数の把握を検討する

□ 建物からの避難状況確認を実施する

□ 構成員の安否確認を実施する

□ 安否確認の実施状況をとりまとめる

□ 死傷者への対応を実施する

□ 留学生等の帰国・復学方針の提案を実施する

３ 危機発生時における緊急対策本部体制
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（７） 応援の受け入れ（ボランティアを含む）

◎ 応援に係る担当業務の整理を実施する

◎ 応援協定の締結を実施する

◎ ヘリコプターの離着陸場を確保する

□ 応援要請を実施する

□ 応援受け入れ窓口を開設する

□ 応援受け入れ対応を実施する

（８） 広報活動

災害時において、関係機関、民間事業者、ボランティアなど組織の外からの支援を円滑に受け入れるための
業務を行う

災害時において、被害や災害応急対策の実施状況ならびに構成員の安否確認情報等を十分把握し、効果
的に組織内外に広報する

◎ 外国人への情報発信手段を確保する

◎ 専用ＨＰ等の災害時用の広報手段を確保する（ＨＰページの準備、代替発信サーバの確保）

□ 記者会見を実施する

□ 構成員への広報を実施する

□ 学外への広報を実施する
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（９） 救助・救命活動

◎ 医療・保健関係者との連携体制を確立する

□ 死傷者の捜索を支援する

□ 救護所を設置する

□ 医療チームの派遣要請を実施する

□ 保健師チームの派遣要請を実施する

（１０） 避難者への対応支援

構成員ならびに大学に係る人の命を守るための活動を実施／支援する

生活基盤に著しい被害を受けた構成員に対し、生活の再建を支援する

◎ 避難所施設の整備を実施する

◎ 避難所対応訓練を実施する

□ 避難所の安全確認を実施する

□ 避難者の受け入れを実施する

□ 衛生環境を確保する

□ エコノミークラス症候群等の防止活動を実施する

□ 新潟市等行政との連絡調整を実施する

□ 女性や要配慮者の立場にたった避難所の整備を実施する

□ 避難所の解消準備を実施する

□ 構成員の生活再建を支援する

３ 危機発生時における緊急対策本部体制
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（１１） 特別に配慮が必要な人への対応

◎ 学内に想定される人々を把握する

◎ 準備できることを検討する

□ 福祉避難スペースの確保を検討する

□ 専門施設（医療等）への移送を検討する

□ 災害関連死の防止に必要な活動を実施する

（１２） 物資の輸送・供給

災害時に脆弱性が高いと想定される人々への対応を実施／支援する

物流の途絶に対応し、救助や対応、生活に必要な物資を被災者や対応者に供給する

◎ 業者等との連携を実施する

◎ 流通備蓄を実施する

□ 物資支援の要請を実施する

□ 物資受け入れ拠点を確保する

□ 個人や組織からの物資受け入れ方針を決定する

□ 給水を実施する
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（１３） 公共インフラ・建物・土地被災への対応

◎ 耐震化を着実に実施する

◎ エレベーターの閉じ込め対応を検討する

□ 必要に応じてキャンパスの一部／全部閉鎖を実施する

□ 専門家と連携し、被害の応急確認を実施する

□ 二次災害を防止する

□ 構内道路の被害に対応する

□ 本格復旧の計画策定を実施する

（１４） 廃棄物処理

本学を支える社会基盤の被害査定・応急復旧・本格復旧への対応を実施する

災害時には膨大な災害廃棄物が発生することから、その置き場及び搬送ルートの確保や、自治体や事業者
との連携などを実施する

◎ 廃棄物（災害ゴミ）の仮置き場を確保する

◎ 廃棄物（災害ゴミ）の想定量算出を実施する

□ がれき仮置き場の確保を実施する

□ 廃棄物（災害ゴミ）の仮置き場の確保を実施する

□ 分別作業場の確保を実施する

□ 行政や業者と処理の検討を実施する

３ 危機発生時における緊急対策本部体制
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（１５） 学術資源の保全

◎ 保全すべき施設・資料を特定する

□ 被害状況の把握を実施する

□ 施設の早期復旧を目指した計画策定を実施する

□ 資料の早期復旧を目指した計画策定を実施する

（１６） 災害に係る学術ニーズへの対応

学術的に価値のある貴重な資料や資源が失われる恐れに対し、迅速にその修復・保全活動を実施／支援
する

被災地におけるデータ観測や調査への対応を実施／支援する

◎ 受け入れ窓口を想定する

□ 災害調査の拠点を確立する

□ 外部研究者・研究機関の要請に対応する

□ 内部研究者・研究機関の要請に対応する

□ 学術的価値に応じた研究活動プロジェクトの立ち上げの検討を実施する

□ 地元企業との連携、地域ニーズへの対応／支援を実施する
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（１７） 授業の停止・再開

◎ 過去の被災地における大学の授業継続の実態を知る

◎ 授業の停止基準を整備する

□ 授業の停止を検討する

□ 全学判断を実施する

□ 授業の再開準備を実施する

□ 授業を再開する

発災直後の授業停止は、安全の観点から授業実施者によって停止されるが、その後の対応については、全
学方針を決定し、周知する。なお、停止後は速やかな授業再開を目指す。

３ 危機発生時における緊急対策本部体制
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災害対応拠点整備
・事務局に隣接して災害対応拠点備蓄倉庫を設置
・細やかなメンテナンスを必要とする大型の機器を
集中管理（発電機、電動工具、大型テントなど）

・緊急時には、緊急対策本部代替えスペースや非
常時参集要員のワークスペースとして活用できる
危機管理機能を備える

大学本部
災害対応拠点備蓄倉庫

各キャンパス配備方針
・各地区キャンパスに必要な備蓄品を配置（11台）
・備蓄品、必要数のマネージメント（適正配置）

旭町キャンパス

大型倉庫
（病院）

備蓄倉庫
（歯学部）

西大畑キャンパス （附属学校：新潟校園）

備蓄倉庫
（保健学科）

備蓄倉庫
（附属新潟小） （中学校） （特別支援学校）

五十嵐キャンパス備蓄庫

災害研前 ローソン裏 六花寮前 マンホールトイレ（体育館）

備蓄倉庫（2階） 備蓄倉庫（グランド） 非常用電源

長岡キャンパス（附属学校：長岡校園）

災害対応拠点及び災害備蓄倉庫の整備（平成26年4月）

４ 本学の危機への備えと取り組み
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新潟大学 災害備蓄品一覧（令和５年３月１日現在）

４ 本学の危機への備えと取り組み

五十嵐地区 旭町地区 西大畑地区 長岡地区
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マンホールトイレの整備（平成26年4月）

（地域住民も参加した訓練の様子）

４ 本学の危機への備えと取り組み

（設置場所）
五十嵐キャンパス
◇第１体育館の屋外
◇陸上競技場の脇
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災害備蓄品等の整備（平成26年4月）

備蓄品目 備蓄内容

自助/ 避難
誘導

避難誘導キット
ヘルメット、防塵マスク、ホイッスル、サイリュームライト、
ケブラー軍手、簡易リュック

救助・救命 災害用救助工具キット
ジャッキ、ブルーシート、トラロープ２００ｍ、防煙マスク、
ゴーグル、革手袋、キャップライト、懐中電灯スタンド型、
防塵マスク、腕章、メガホン

救急箱５０人用、担架（搬送リアカー付き）

本部設営 トランシーバー、トランシーバー乾電池ケース、レシーバー、
ラジオ、ハロゲンライト５００Ｗ（スタンド付き）、コードリール
（防雨型）、発電機２．８ｋｖ、ガソリン携行缶２０Ｌ、ランタン６０
ＬＥＤ

避難生活
衛生

簡易トイレ

避難生活
就寝

フリース毛布アルミ転写アルミパック、エアーマット、アルミ寝
袋

避難生活
照明・暖房

発電機２．８ｋｖ、コードリール防雨型、サークルライト・スタン
ド付き、ガソリン携行缶２０Ｌ

（備蓄品使用訓練の様子）
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災害拠点施設等設置場所
（令和4年12月現在）

４ 本学の危機への備えと取り組み
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災害拠点施設等設置場所
（令和4年12月現在）
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新潟市・長岡市 指定避難所

４ 本学の危機への備えと取り組み（参考）

災害時の相互協力に関する協定

キャンパス内の自動販売機

災害対策基本法に基づき、当該市から避難者の受入れ施設として指定
されているもの。

◇新潟市指定避難所・・・五十嵐キャンパス 第１体育館・第２体育館・
第３体育館・トレーニング施設
◇長岡市指定避難所・・・附属長岡小学校・附属長岡中学校

（補足）五十嵐キャンパスには自家発電設備（２機）が設置されており、
停電時には、第１体育館・第２体育館・第３体育館及びマンホールトイレ
のポンプへ送電する。（燃料（軽油）満タン時で７２時間稼働可能）

災害時に相互に協力・連携することを目的として、以下の２つの協定を
締結している。

◇「国立大学法人新潟大学と新潟大学生活協同組合との災害時にお
ける相互協力に関する協定（平成２４年１月１３日）」・・・飲料、食料その
他生活必需品物資の提供、食堂等施設の災害対策への利用提供など。

◇「大規模災害発生時における関東・甲信越地区国立大学法人等間の
連携・協力に関する協定書」（平成３０年５月１１日）・・・関東・甲信越地
区で大規模災害等が発生した場合等において、１５機関が相互に連
携・協力し、被災大学に対して迅速かつ的確な緊急支援及び復旧支援
を推進する。

キャンパス内に設置された自動販売機（一部のもの）は、災害時に飲料
等を無償で避難者等に提供できることになっている。

災害時用の優先電話回線

災害時用の優先電話回線を設置している。
◇危機管理センターの１階・２階に各１台設置
◇総務部総務課事務室に１台設置
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新潟市と協働した地震対応訓練の実施（毎年6月16日）

新潟地震から５０周年の平成２６年６月１６日に初めて実施し、以降毎年実施している。

４ 本学の危機への備えと取り組み
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揺れを感じたら、まず身の安全確保！

キャンパスにおける地震発生時の初動対応ポスターを作成・掲示（令和5年6月改定）
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学内のＡＥＤ設置について５

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の設置について

新潟大学では、五十嵐、旭町、西大畑及び長岡の各地区にＡＥＤ（自動体外式除細動器）
を設置しています。各地区の配置図は次ページ以降のとおりです。
なお、取り扱いについては、取扱説明書をご覧ください。

ＡＥＤの使用方法については、防災訓練と併せてＡＥＤの使用訓練も実施しています。

◆五十嵐キャンパスの夜間・休日においては、守衛所のＡＥＤを使用可能です。
◆各地区の配置図の最新版及び取扱説明書は、以下のホームページに掲載しています。

https://www.niigata-u.ac.jp/university/map/aed/
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①

⑪

⑧

医歯学総合病院のＡＥＤは、
各建物毎に設置数を示す

①

①

⑨

①
⑥

学内のＡＥＤ設置について５
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５ 学内のＡＥＤ設置について
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事件・事故・法令違反の指摘等及び社会的影響の大きい業務上の事件等に関する報告（様式）

６ 事件・事故・法令違反の指摘等及び要望・苦情の報告

本学では、危機管理体制やコンプライアンス体制の強化につなげるため、様々な事件・事故及び法令違反
など社会的に影響の大きい業務上の事件・事故並びに学内外からの要望・苦情について報告することとし
ている。
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６ 事件・事故・法令違反の指摘等及び要望・苦情の報告

45



６
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６ 事件・事故・法令違反の指摘等及び要望・苦情の報告
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６ 事件・事故・法令違反の指摘等及び要望・苦情の報告
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７ 参考資料 －危機対応の考え方

（１） Incident Command System(ICS)を用いる理由

日本の危機管理の現状

■ あまりにも多くの人の報告が、一人の管理者に集中している。

■ 各危機対応組織の構造が多様である。

■ 信頼できる災害情報が得られない。

■ 通信手段が不十分で互換性に欠ける。

■ さまざまな機関の間で計画を連携させる構造がない。

■ 権限の境界がはっきりしていない。

■ 様々な機関の間で、使用している用語に違いがある。

■ 災害対応における目標が不明確で、具体性に欠ける。

災害対応にあたって上記のような課題が注目されたのは、1970年代初頭の米国カリフォルニア州で森林火災に
おいてであった。急激に延焼する森林火災に対して効果的に対処するためには、今までにない新しいアプローチ
が求められた。その回答としてカリフォルニア州で発生する森林火災に関係する諸機関で作る組織FIRESCOPE
（Firefighting Resources of California Organized for Potential Emergencies）は、関係するすべての組織が標準的
な危機対応システムを共有することを提案した。危機対応を５つの機能の集合体としてとらえるIncident Command 
System（ICS）である。ICSはその後1980年代には全米の森林火災関係者の間で利用される組織運営システムと
なった。さらに、1990年代には森林火災だけでなく、さまざまな種類の災害場面やイベント場面でも利用される危機
対応に関する標準的な組織運営システムになった。

FIRESCOPEのプログラムとして出発したICSは、1980年代に全米の危機対応組織連携システム（the National 
Interagency Incident Management System: NIIMS:）と呼ばれる国家プログラムへと成長している。

（２） 危機とは何か

英語で危機にあたる言葉は５つ（Incident、 Emergency、 Crisis、 Disaster、 Catastrophe）である。これは発生頻
度と起こった後の被害規模により意味合いが異なる。特にIncidentやEmergencyは短期で解決するようなもの、現
場で基本的には処理が終わるものである。朝出勤→対応→その日の夜には帰宅できるものがIncidentであり
Emergencyである。それが長期間対応を続ける必要があるものは、当然規模も大きくなる。
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（３） Incident Command Systemの基本的な考え方

小規模事案については、危機対応本部のみの組織体制で対処可能であるが、長期間の活動を必要とする大
規模事案（Crisis、 Disaster、 Catastrophe）では、対応部局を統括する対策本部的役割が必要となってくる。

ICSとは、発生頻度の低い大規模事案に関する対応体制の構築に注力するよりも、毎日直面している小規模事
案に対応する処理方法を用いて、大規模事案においてもそのまま誠実に遂行する、というのが基本的な考え方で
ある。

小規模事案というのは基本的には危機対応部局の中で処理できるため、統率のとれたチームで、効率よく対応
が可能である。これが大規模事案においては、全学的な動員がかけられ、日頃一緒に業務にあたっている人々が
バラバラになり、連携のとりにくいチーム編成の中で業務にあたり、なおかつ全体的な統率を図るため、現場経験
がない「上職者」が指揮をとり、組織のことを知らない応援派遣の人材が実行にあたらなければならないというの
が現状である。

経験の少ない上局層においても、対応部局から現場ノウハウを30分で学び取り、現場対応を乱さない組織運営
が可能となるよう取りまとめようというのがICSの基本であるといえる。

小規模事案 大規模事案

上
職
者

多
分
野
・

素
人

危
機
対

応
専
門

家
危機対応部局 危機対応部局

全学的な動員

応援職員

７ 参考資料 －危機対応の考え方

（４） ICSに従った組織運営

①現場対応をいかに支援するかの仕組み
②複数の組織が組織の機能や職位及び資源や施設について、共通の名称を使用する
③第1にすべきはIncident Commandの確立
④軽視されがちな作戦計画・調達・事務といったスタッフ業務の重要性を強調したシステム

ICSは現場が基本であり、現場での対応をどのように支援するかということにある。人員配置、活動連携を複数
組織の中で行うためには、標準的な組織、機能、職能の名称が必要であり、共通言語として使用される。また、そ
の場を仕切る指揮者を確立することも重要視している。さらに、日本の組織が軽視しがちな作戦の立案、調達、事
務処理といったスタッフ業務の充実に力を入れている点がポイントである。

（５） ICSが優れている危機対応のポイント

＜組織のあり方＞
（a） 危機対応の5つの機能(Five Functions)
（b） 状況に応じた組織編成（A Modular Organization)
（c） 標準化された概念・呼称(Common Terminology）
（d） 空間利用の標準化（Designated Incident Facilities）

＜組織の運営＞
（e） 一元的な指揮命令系統（Unity of command）
（f ） 直接指揮人数の制限（Span of Control)
（g） 責任担当期間（Operational Period）
（h） 日誌の義務化（Unit Log）
（i ） 対応計画策定(Consolidated Incident Action Plan)

50



（ａ）危機対応のための５つの機能

５つの機能のうち指揮調整（COMMAND）が第１の機能であり、COMMANDERが現場の指揮調整を行う。事案処理
（OPERATION）は、実際の現場対応である。日本の危機対応組織の問題点の１つは、全員が事案処理担当に
なってしまうことにある。ヒト、モノをコントロールする資源管理（LOGISTICS）、情報をコントロールする情報作戦
（PLANNING）、最終的に必要となる事務処理、特に財務管理（FINANCE／ADMINISTRATION）を明確に位置づけ
ることで、これらスタッフ業務が事案処理を支援し、効果的かつ効率的な災害対応が可能となる。災害対応にはこ
の５つの機能が必要であることを常に意識しながら全員が行動するというのがICSの基本である。

情報 ヒト モノ カネ

指揮調整COMMAND

指揮調整を行う

事案処理
OPERATIONS

現場対応を行う スタッフ業務を行う

資源管理
LOGISTICS

財務管理
FINANCE/

ADMINISTRATION

広報担当

安全担当

連絡調整担当

情報作戦
PLANNING
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７ 参考資料 －危機対応の考え方

（ｂ）状況に応じた組織編成

小規模事案では、５つの機能の全てを1人で担うが、全学規模で長期間の対応が求められる場合には、業務を分
担するための下図のような組織編成をとるのが一般的である。

危機対応本部・本部長

広報担当

安全担当

連絡調整担当

危機対応本部・副本部長

事案処理
部門

情報作戦
部門

資源管理
部門

庶務管理
部門

資源配置業務

状況分析業務

文書管理業務

撤収管理業務

技術専門業務

役務供給担当

通信管理業務

医療供給業務

食料供給業務

業務支援担当

資源供給業務

活動拠点業務

車両支援業務

勤務管理業務

調達契約業務

補償対応業務

経費管理業務
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●情報伝達機器
●通信計画
●情報伝達の手順や手続き

（ｃ）標準化された概念・呼称

組織のあり方における５つのポイントは、人的支援の動員、現場での連携を容易にするための仕組みであり、複数
の組織が連携・共同することを想定した時に、何をすべきかの提案になる。それが具体的な形として表現されたも
のが複数の組織間での標準化された概念・呼称の設定である。組織の構成要素名称、役職名称、活動支援拠点
においても用語が統一されている。

・組織の構成要素名
●職位名
●資源名
●活動支援拠点名

用語の統一 通信の統一

（ｄ）空間利用の標準化

危機対応を行う活動支援拠点においても、空間利用の標準化を定めている。

活動支援拠点

１．本部指揮所（Incident Command Post）

２．集結拠点（資材・機材・人材が集まる）

３．休息場所
近くに設置しない

４．記者会見場
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７ 参考資料 －危機対応の考え方

（ｅ）一元的な指揮命令系統

現場において、命令系統が錯綜していると混乱を来し、全体の対応の効率が著しく低下する。そこで対応人員の
一人について、指揮命令系統は１つである形をとっている。

指揮調整

広報担当

安全担当

連絡調整担当

事案処理 情報作戦 資源管理 庶務管理

（ｆ）直接指揮人数の制限

直接指揮をする部下の人数が多すぎると問題が生じる。1人に対して7人までであれば、誰にどのような指示を出
したかについて個別に認識し、重複なく指揮調整を図ることが可能であるとして、1人のリーダーには7人を上限とし
た部下を配置することが定められている。

Ineffective and
possibly dangerous

Effective span
of control

リーダーへの過度の集中を避ける

１人のリーダーは５±２人だけを指揮する
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（ｇ）責任担当期間

ICSの画期的な考え方として、責任担当期間がある。これは休憩、交替のシステムを導入する考え方である。日
本においては、災害対応を一連の流れだと捉え、担当者が長期間稼働し続ける形になりがちであり、こうした体制
ではリスクが大きい。ICSでは、8時間ないしは12時間で交替し、引き継ぎが行われる。
（COP、IAPについては、60、61ページを参照）

（ｉ）対応計画の策定

前任者からの日誌に目を通し、自分の担当期間にすべきことの概要について記載する。

引き継ぎ期間

チームＡ

チームＢ

チームＡの責任担当期間 チームＢの責任担当期間 チームＡの責任担当期間

引き継ぎ期間 引き継ぎ期間

COPの伝達 COPの伝達

IAPの策定

IAPの策定

30分程度

30分程度

COPの伝達

引き継ぎ期間

チームＡ

チームＢ

チームＡの責任担当期間 チームＢの責任担当期間 チームＡの責任担当期間

引き継ぎ期間 引き継ぎ期間

COPの伝達 COPの伝達

IAPの策定

IAPの策定

30分程度

30分程度

COPの伝達

チームＡ

チームＢ

チームＡの責任担当期間 チームＢの責任担当期間 チームＡの責任担当期間

引き継ぎ期間 引き継ぎ期間

COPの伝達 COPの伝達

IAPの策定

IAPの策定

30分程度

30分程度

COPの伝達

チームＡの責任担当期間 チームＢの責任担当期間 チームＡの責任担当期間

引き継ぎ期間 引き継ぎ期間

COPの伝達 COPの伝達

IAPの策定

IAPの策定

30分程度

30分程度

COPの伝達

（ｈ）日誌の義務化

交替・引き継ぎを前提にして危機対応する体制を維持するために不可欠なのが、日誌の義務化である。引き継
ぐためには自分が責任担当している期間にどんなことが起こり、どのように対処したのかについて、記録しなけれ
ばならない。そのために業務日誌を対応従事者全員に義務づけ、業務日誌の管理のための担当者も存在する。

55



７ 参考資料 －危機対応の考え方

（６） 危機対応における基本的な業務フロー

危機対応本部を
立ち上げる

□本部場所を確保する
□通信機器を確保する
□参集状況を確認する
□体制を確立する

危機対応を
実施する

□責任担当時間を決定する

状況を確認する

ＣＯＰを確立する

ＩＡＰを策定する

ＩＡＰに従って
対応を行う

ＬＯＧをつける

対応を評価する

危機対応本部を
解散する

情報を公開する

□記者会見を行う
□報告書を配布する
□ホームページに

掲載する

COP=Common Operational
Picture（状況認識の統一）

IAP=Incident Action Planning
（活動計画）

LOG（対応記録）
□重要事項・時刻を記録する
□次の担当者に引き継ぐ

□解散を宣言する
□撤収する
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（ａ）ＣＯＰ：状況認識の統一（Common Operational Picture）の確立

状況認識の統一には、ホワイトボード*を用いる。CSSBとは災害対応の現場における状況認識に使用される白板
を指す。その作成を義務化し、標準化することで労力をかけることなく、対応業務の引き継ぎや活動計画の策定を
行うことが可能になる。CSSBを用いることで、現状認識の共有と、先の責任担当期間における対応計画と、実際
の活動結果が記録として残され、次の期間を担当する対応者に送られる。そこで、また新しい状況が付与されて活
動が継続される。
* コピー機能付きのホワイトボードが理想的（２台あるとさらに便利）。ホワイトボード上の紙を巻き取る形式のもの
は、配付用にコピーすることが困難であるため、適さない。

中越沖地震におけるホワイトボード使用例（新潟大学総務部総務課）
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７ 参考資料 －危機対応の考え方

（ｂ）ＩＡＰ：対応計画の策定（Incident Action Plan）の策定

前任者からの日誌に目を通し、自分の担当期間にすべきことの概要について記載するのが対応計画策定である。
状況・人をどう割り振るのかの組織体応図、所有資源、行うべきことについて30分程度で記載し、全員で共有する
ルールになっている。対応計画を策定することで、意思決定を標準化することがICSのねらいである。

対応計画の基本要素

１．活動目標

２．戦術
（目標を達成するために資源をいかに利用するか）

３．組織体制

４．仕事の分担

活動目標の例

●人命を守る

●学生の安全と健康を守る

●国土を守る

●災害を未然に防ぐ

●重要な社会基盤と主要な資源を守る

●犯罪捜査に協力する

●財産を守る

●早急の復旧・復興を支援する
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８ 緊急連絡先一覧

ここに掲載する連絡先は、緊急時の利便性を確保する観点から一覧としてまとめたものです。
日頃から、どこへ連絡すれば良いか確認しておきましょう。

所属部局の窓口（所属の総務担当係）：

平日の夜間・早朝（午後５時１５分～午前８時３０分）及び休日（２４時間）に係る大学への連絡先
五十嵐キャンパス正門守衛室 025-262-6028

１．大学の窓口

警察署： １１０

(1) 警察・消防

軽度のケガ・急病（保健管理センター） 五十嵐地区：025-262-6244 旭町地区：025-227-2040

消防署： １１９

緊急連絡後、下記へも連絡する。

教職員関係：総務部総務課

学生関係 ：学務部学生支援課

２．警察・消防、その他関係行政機関

(2) 新潟市内医療機関

新潟市急患診療センター

新潟大学医歯学総合病院

新潟市民病院

新潟医療センター

信楽園病院

新潟中央病院

済生会新潟病院

(3) 新潟市内行政機関

新潟市役所

新潟県庁

新潟市中央区紫竹山3-3-11 025-246-1199

新潟市中央区旭町通１番町754 025-227-2479

新潟市中央区鐘木463-7 025-281-5151

新潟市西区小針3-27-11 025-232-0111

新潟市西区新通南3-3-11 025-260-8200

新潟市中央区新光町1-18 025-285-8811

新潟市西区寺地280-7 025-233-6161

新潟市中央区学校町通1番町602-1 025-228-1000（代表）

新潟市中央区新光町4-1 025-285-5511（代表）

平日昼間：025-262-7525 夜間・休日：025-262-7236

平日昼間：025-262-7506 夜間・休日：025-262-7425

59



平成１９年９月発行
令和６年３月現在

編集・発行 新潟大学危機管理本部危機管理センター
連 絡 先 新潟大学総務部総務課（TEL ０２５－２６２－７５２５ ）

〒950-2181 新潟市西区五十嵐２の町８０５０番地
https://www.niigata-u.ac.jp/

地震のときの自発参集（時間外の場合）
（連絡がなくとも参集する）

震度４
■各部においてあらかじめ指定された、総務担当係担当者は、建物の被害状況を確認
する。被害状況について総務部総務課へ報告する。

震度５弱５強

震度６弱以上
■事務職員（常勤）全員が各部署へ参集する。
■緊急対策本部担当は事務局へ参集する。
■評議員（学系長・学部長・研究科長と副学部長等クラス）は当該部局へ参集する。

参集場所
●各部事務室

●範囲（大学の施設がある場所） 新潟市、長岡市、五泉市、佐渡市
●時間（昼間・夜間・休日）を問わず。
●被害を確認する。

●緊急対策本部は、危機管理センター２階会議室

■各部の総務担当係及び施設管理部施設保全課は、建物の被害状況を確認する。
被害状況について総務部総務課へ報告する。

教職員は、自宅及び家族の安全を確認した上、自発的に参集する。ただし、津波注意
報等が発令された場合は、津波注意報等が解除されるまでは安全な場所に待機する。
なお、被害状況によっては、これ以外の者に対して参集を要請する場合がある。




